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ウ�

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
お
け
る
国
際
法
の
受
容
に
関
す
る

一
考
察�

―
―
独
立
三
〇
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
―
―

バ
ヒ
リ
デ
ィ
ノ
フ
・
マ
ン
ス
ー
ル

一　

は
じ
め
に

　

国
際
法
は
、
何
世
紀
に
も
及
ぶ
多
く
の
国
家
の
外
交
政
策
的
な
行
動
に
よ
っ
て
普
遍
的
、
地
域
的
、
二
国
間
の
水
準
で
漸
進
的
に

一　

は
じ
め
に

二　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
内
法
に
お
け
る
国
際
法
の
実
施

　
（
一
）　

一
九
九
一
年
の
独
立
宣
言
と
国
家
承
認

　
（
二
）　

一
九
九
二
年
の
憲
法
と
国
際
法
の
関
係

　
（
三
）　

二
〇
一
九
年
の
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
に
関
す
る
法
律
」

三　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
新
た
な
政
策
及
び
法
文
書
に
お
け
る
国
際
法
の
実
施

　
（
一
）�　

二
〇
一
七
年
の
大
統
領
令
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
五
つ
の
重
点
発
展
分
野
に
お
け
る
二
〇
一
七
―
二
〇
二
一
年
の
行
動
戦
略
」
の�

国
際
法
的
側
面

　
（
二
）　

人
権
分
野
に
お
け
る
国
内
法
制
度
の
最
近
の
発
展

四　

む
す
び
に
か
え
て
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発
達
し
て
い
る
。
自
国
の
政
治
を
実
施
す
る
際
に
達
成
さ
れ
る
国
家
間
の
「
基
本
合
意
」
は
、
国
際
法
の
原
則
の
文
脈
に
お
い
て
保

証
さ
れ
る
。

　

国
家
は
、
相
互
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
安
定
的
な
国
際
秩
序
の
基
礎
と
な
る
国
際
法
に
基
づ
き
、
相
互
関
係
を
構
築
す
る
。
し
ば
し

ば
競
争
は
あ
る
が
、
共
通
の
又
は
異
な
る
利
益
を
有
す
る
国
家
間
の
関
係
を
調
整
す
る
法
的
拘
束
力
を
も
つ
規
則
は
国
際
法
以
外
に

存
在
し
な
い
。

　

地
球
上
の
国
家
は
、
現
在
、
共
通
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
持
続
可
能
な
開
発
、
貧
困
の
撲
滅
、
環
境
保
護
、
自
然

災
害
、
及
び
二
〇
一
九
年
か
ら
終
息
し
て
い
な
い
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
の
よ
う
な
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
現
象
の
防
止
対
策
と
い
っ

た
脅
威
や
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。

　

著
名
な
学
者
、
外
交
官
の
Ｆ
・
Ｆ
・
マ
ル
テ
ン
ス
は
「
現
代
国
際
法
の
学
術
的
な
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
に
は
、
国
際
対
話
の
観
念
が

置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
国
家
は
他
国
と
共
通
利
益
及
び
権
利
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
全
体

を
構
成
す
る
有
機
的
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る）

1
（

。

　

Ｆ
・
Ｆ
・
マ
ル
テ
ン
ス
の
外
交
キ
ャ
リ
ア
及
び
学
術
研
究
は
、
次
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
る
法
律
と
外
交
の
不
可
分
の
統
合
性
を

反
映
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
実
効
的
な
国
際
法
、
第
二
に
平
和
創
造
外
交
、
第
三
に
事
実
と
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
く
諸
論

考
で
あ
る
。

　

こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
国
際
関
係
の
調
整
機
能
を
有
す
る
主
要
な
分
野
と
し
て
の
国
際
法
の
知
見
は
、
学
界
、
政
府
要
人
、
外

交
・
司
法
当
局
の
専
門
家
、
行
政
、
非
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
の
代
表
者
や
実
務
者
、
更
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
界
に
日
々
求
め
ら
れ
る

不
可
欠
な
専
門
的
手
段
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

現
代
の
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
、
国
際
法
に
代
わ
る
も
の
が
な
い
の
は
明
白
で
、
各
国
に
と
っ
て
自
国
の
政
策
を
実
施
す
る
際
、

国
際
法
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
よ
り
有
益
で
あ
る
。
こ
こ
数
十
年
、
世
界
の
多
く
の
国
家
に
お
け
る
政
策
形
成
及
び
実
施
過
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程
に
対
す
る
多
様
な
形
態
の
世
論
の
影
響
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
、
国
家
の
政
治
的
な
活
動
に
関
す
る
国
際
法
的
な
評
価

の
重
要
性
は
益
々
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
世
界
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
で
、
適
宜
か
つ
適
切
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

う
し
た
評
価
又
は
意
見
は
重
要
で
あ
る
。

　
「
国
家
の
政
治
過
程
と
国
際
法
と
の
相
互
作
用
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
は
、
国
家
活
動
の
近
代
的
な
法
的
側
面
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
機
能
し
て
い
る
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
多
面
的
な
学
術
分
野
及
び
法
以
外
の
知
見
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
現
在
、
国
際
法

の
専
門
家
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
国
際
法
研
究
へ
の
新
鮮
か
つ
勇
敢
な
方
法
論
と
い
え
る）

（
（

。」

　

現
在
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
法
、
人
類
の
法
と
し
て
、
普
遍
的
な
国
際
法
の
成
功
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
過
程
は
常
に
進
化
し

て
い
る
が
、
と
は
い
え
諸
国
の
国
内
法
制
度
を
通
じ
、
国
際
法
の
全
て
の
規
範
が
承
認
又
は
実
効
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
過

信
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
法
は
、
各
国
の
国
内
法
、
第
一
に
行
政
・
法
関
係
に
直
接
影
響
を
及
ぼ

し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
国
際
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
世
紀
に
も
わ
た
る
国
際
法
の
理
論
的
研
究
は
、
国

際
法
の
最
も
現
実
的
な
問
題
に
関
す
る
法
学
者
の
科
学
的
解
釈
の
成
果
を
効
果
的
に
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
例
え
ば
国
際

法
の
科
学
的
研
究
と
、
国
家
の
外
交
政
策
、
多
国
籍
企
業
及
び
金
融
機
関
の
対
外
経
済
活
動
の
法
的
実
施
に
は
、
総
じ
て
有
機
的
な

関
連
性
が
あ
る
。
か
か
る
背
景
の
下
で
国
際
法
は
、
多
く
の
研
究
者
や
実
務
家
、
ま
た
概
し
て
法
曹
界
を
引
き
つ
け
る
法
学
の
有
望

な
分
野
で
あ
り
、
変
わ
ら
ぬ
「
浸
透
性
」
及
び
需
要
を
有
し
て
い
る
。

　

三
〇
年
前
に
独
立
し
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
及
び
世
界
規
模
の
国
家
間
の
相
互
利
益
及
び
相
互
信
頼

の
あ
る
協
力
関
係
を
尊
重
し
つ
つ
、
平
和
的
か
つ
実
り
あ
る
相
互
作
用
を
保
証
す
る
国
際
法
秩
序
を
強
化
す
べ
く
適
切
な
貢
献
を
続

け
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
国
際
法
分
野
に
お
け
る
内
外
の
研
究
、
知
識
の
更
な
る
向
上
、
及
び
国
際
交
流
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

　

ソ
連
時
代
と
根
本
的
に
異
な
り
、
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
、
国
際
法
及
び
国
際
関
係
を
専
門
と
す
る
学
部
や
専
攻
を
有
す

る
大
学
、
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
権
威
あ
る
外
国
の
高
等
教
育
機
関
の
支
部
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
年
々
、
国
の
行
政
機
関
及
び
公
共
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団
体
、
非
政
府
組
織
、
民
間
企
業
な
ど
に
お
い
て
、
国
際
法
専
門
家
の
需
要
は
高
ま
っ
て
い
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
若
い
層
の

人
口
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
共
和
国
の
司
法
省
、
外
務
省
及
び
投
資
対
外
貿
易
省
な
ど
で
は
、
国
際
法
専
門
の
職
員

採
用
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
。

　

こ
こ
最
近
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
地
方
行
政
機
関
も
権
限
の
範
囲
内
で
、
海
外
組
織
又
は
企
業
と
の
取
極
め
や
合
意
文
書
に
よ
っ

て
、
積
極
的
に
国
際
協
力
・
経
済
連
携
を
展
開
し
て
い
る
。
共
和
国
の
州
、
地
区
、
市
の
中
で
、
国
際
交
流
・
対
外
経
済
担
当
の
副

知
事
や
副
市
長
の
ポ
ス
ト
が
創
設
さ
れ
、
彼
ら
が
所
管
す
る
担
当
部
門
で
は
、
国
際
法
・
対
外
経
済
関
係
の
専
門
家
の
需
要
も
増
え

て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
法
の
専
門
家
は
、
外
国
と
の
対
外
貿
易
関
係
や
経
済
連
携
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
公
社
、
商
工
会
議

所
、
民
間
企
業
及
び
金
融
機
関
に
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
機
関
に
お
け
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
国
籍
及
び
出
身

者
の
活
動
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
を
基
に
、
彼
（
彼
女
）
ら
は
公
的
推
薦
或
い
は
一
般
応
募
で
採
用
さ
れ
、

国
際
或
い
は
二
国
間
の
団
体
が
注
目
し
て
い
る
国
際
協
力
分
野
の
質
的
向
上
や
、
外
国
か
ら
共
和
国
へ
の
投
資
誘
致
や
科
学
技
術
支

援
な
ど
を
促
す
と
と
も
に
、
同
国
の
イ
メ
ー
ジ
向
上
及
び
強
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
多
く
の
専
門
家
や
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
と
っ
て
、
国
際
的
及
び
二
国
間
の
協
力
団
体
で
の
キ
ャ
リ
ア
に

は
、
共
和
国
の
省
庁
に
お
け
る
勤
務
経
験
、
海
外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
日
本
を
含
む
世
界
中
の
著
名
な
大
学
で
の
留
学
経
験
が
活

か
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
の
場
合
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
Ｉ
・
Ａ
・
カ
リ
モ
フ
初
代
大
統
領
が
設
立
し
た
「
ウ
ミ
ド
基
金
」
の
日
本
留
学
の
パ

イ
オ
ニ
ア
の
一
人
と
し
て
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
か
ら
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
留
学
し
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
尊
敬

す
る
師
で
あ
る
大
森
正
仁
教
授
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
同
教
授
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
国
際
法
、
外
交
、
金

融
、
経
済
学
、
社
会
学
、
人
権
及
び
そ
の
他
の
分
野
で
専
門
家
教
育
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
大
森
教
授
の
指
導
の
下
で
得
た
知

識
、
研
究
及
び
日
本
の
長
期
滞
在
の
様
々
な
豊
か
な
経
験
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
日
本
と
の
間
の
協
力
関
係
の
促
進
を
実
現
す
る
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た
め
の
、
日
本
に
お
け
る
筆
者
の
専
門
的
な
活
動
へ
の
確
固
と
し
た
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
が
三

〇
年
前
に
独
立
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
へ
の
留
学
も
可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
機
会
を
つ
く
っ
て
い
た

だ
い
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
大
統
領
府
及
び
関
係
す
る
政
府
機
関
、
慶
應
義
塾
大
学
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。

　

筆
者
の
個
人
的
な
経
験
や
観
察
か
ら
、
理
論
的
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
日
本
で
の
留
学
や
勤
務
、
両
国
の
多
面
的
な
国
際
交
流
の

日
々
の
接
触
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
貴
重
な
経
験
は
、
国
際
法
の
専
門
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
優
れ
た
訓
練
に
な
っ
て
い
る
と
確

信
し
て
い
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
日
本
の
友
好
関
係
に
つ
い
て
、
両
国
間
の
協
力
関
係
の
継
続
し
て
い
る
発
展
及
び
強
化
は
、
ア
ジ
ア

的
な
共
通
性
、
国
民
の
心
情
、
相
互
の
共
感
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
や
伝
統
へ
の
関
心
、
及
び
民
族
間
の
親
和
や
信
頼
は
、
偉
大
な
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
歴
史
的
遺
産
の
豊
か
な
文
化
に
対
す
る
関
与
と
敬
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る）

（
（

。
令
和
時
代
と
な
っ
た
歴
史
的
な
年
の

二
〇
一
九
年
一
二
月
に
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
Ｓ
・
Ｍ
・
ミ
ル
ジ
ヨ
エ
フ
新
大
統
領
の
日
本
へ
の
初
公
式
訪
問
が
行
わ
れ
、

両
国
の
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
友
好
関
係
の
さ
ら
な
る
強
化
及
び
拡
大
に
と
っ
て
新
た
な
時
代
に
入
っ
た）

（
（

。

　

以
上
の
背
景
を
も
っ
て
、
本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
第
二
章
で
は
、
独
立
前
後
の
国
際
法
上
の
地
位
と
主
権
の
問
題
、
一
九
九
二

年
の
憲
法
と
国
際
法
の
関
係
、
一
九
九
五
年
及
び
二
〇
一
九
年
の
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、

条
約
法
）
の
比
較
及
び
条
約
分
野
に
お
け
る
国
家
実
行
の
事
例
を
概
観
す
る
。
第
三
章
で
は
、
近
年
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に

お
け
る
国
内
政
策
文
書
及
び
法
令
に
関
す
る
国
際
法
の
実
施
、
特
に
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
に
お
け
る
実
施
過
程
に
つ
い
て
説

明
す
る
。
最
後
に
、
人
権
保
障
分
野
に
お
け
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
国
際
イ
ニ
チ
ア
チ
ブ
及
び
国
内
法
制
度
に
お
け
る
実
施
及
び
新

た
な
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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二　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
内
法
に
お
け
る
国
際
法
の
実
施

（
一
）　

一
九
九
一
年
の
独
立
宣
言
と
国
家
承
認

　

現
代
世
界
に
お
い
て
、
国
家
は
国
際
シ
ス
テ
ム
の
第
一
義
的
な
主
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
、
動
態
的
に
発
展

し
て
い
る
国
際
関
係
に
お
け
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
そ
の
当
事
者
は
第
一
に
常
に
国
益
を
実
現
し
他
国
の
対
外
行
動
に
反
応
し
て

い
る
。

　

現
在
、
国
家
実
行
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
国
際
法
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
や
特
定
の
国
際
法
制
度
の
源
は
、
人
類

の
古
代
史
に
遡
る
。
国
際
法
は
、
国
家
を
拘
束
す
る
国
際
交
流
に
必
要
な
も
の
と
し
て
生
起
し
た
主
に
二
〇
世
紀
以
降
の
規
範
の
総

体
で
あ
る
。
一
八
世
紀
に
初
め
て
独
立
し
た
ア
メ
リ
カ
諸
州
及
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
国
際
法
の
主
体
と
し
て
の
国
家
概
念
は
、

原
則
と
し
て
、
古
代
、
中
世
前
期
及
び
中
世
後
期
の
時
代
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
古
代
か
ら
ア
ジ
ア
、
古
代
エ
ジ
プ
ト

及
び
中
東
で
国
家
間
の
相
互
作
用
が
生
じ
た
た
め
に
、
特
定
地
域
の
諸
国
に
と
っ
て
具
体
的
か
つ
重
要
な
分
野
で
受
容
さ
れ
る
行
為

規
範
の
形
成
の
客
観
的
基
礎
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
い
う
何
世
紀
も
前
に
外
交
使
節
に
関
す
る
規
則
、
戦
争

法
、
海
事
法
及
び
条
約
に
関
す
る
慣
習
法
が
生
起
し
、
国
際
社
会
に
拡
散
し
て
い
っ
た）

5
（

。」
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
相
互
影
響
、
継
承
、
民
族
間
の
外
交
・
貿
易
関
係
、
文
化
・
人
道
的
な
接
触
の
た
め
、
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
外
交
関
係

史
も
必
然
的
に
国
際
的
な
性
質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
、
当
該
地
域
に
存
在
し
て
い
た
多
く
の
民
族
が
体
験
し
た
重
要
な
国
際
法
及

び
国
際
交
流
の
慣
行
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

6
（

。
具
体
的
に
は
、
平
城
京
時
代
の
日
本
と
ソ
グ
ド
王
国
（Sugd

）
の
国
際
交
流
、

貿
易
関
係
、
宗
教
及
び
伝
統
に
由
来
す
る
国
際
慣
習
の
伝
播
な
ど
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
主
権
国
家

で
あ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
国
家
の
地
位
と
国
際
法
関
係
の
豊
か
な
歴
史
を
有
す
る
。
偉
大
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
中
心
に

あ
る
こ
の
地
域
で
は
、
紀
元
前
六
世
紀
か
ら
サ
カ
、
マ
サ
ゲ
ッ
ト
、
ア
ー
リ
ア
系
の
諸
部
族
か
ら
成
る
連
合
体
、
メ
デ
イ
ア
王
国
、
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ア
ッ
シ
リ
ア
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
及
び
外
交
・
条
約
関
係
を
持
っ
た
バ
ク
ト
リ
ア
（Baqtriya

）、
ソ
グ
ド
、
ホ
レ
ズ
ム
（K

horazm

）、

フ
ェ
ル
ガ
ナ
（Fargona

）
の
よ
う
な
古
代
国
家
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
コ
ー
カ
サ
ス
・
中
東
地
域
ま
で
及
ん
だ
フ
ン
族
及
び
チ
ュ
ル
ク

系
の
王
朝
、
一
三
七
〇
年
か
ら
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
首
都
を
も
つ
ア
ミ
ー
ル
・
テ
ィ
ム
ー
ル
（A

m
ir�T

em
ur

）
統
治
者
に
よ
っ
て
設

立
さ
れ
た
中
世
紀
に
強
力
な
帝
国
が
繁
栄
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
国
家
は
様
々
な
要
因
か
ら
衰
退
し
、
再
び
新
た
な
形
態
で
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
。
一
九
世
紀
、
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
の
領
土
に
三
つ
の
ウ
ズ
ベ
ク
汗
国
―
コ
ー
カ
ン
ド
汗
国
（Q

oqon�X
onligi

）、
ブ
ハ
ラ
汗
国�

（Buhoro�A
m

irligi

）、
ヒ
ヴ
ァ

汗
国�

（K
hiva�X

onligi

）
と
い
う
君
主
国
―
が
あ
っ
た
。
一
八
六
八
年
六
月
二
三
日
に
締
結
さ
れ
た
初
の
帝
政
ロ
シ
ア
と
ウ
ズ
ベ
ク

汗
国
の
講
和
条
約
が
定
め
た
保
護
国
の
時
代
を
経
て
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
一
九
一
七
年
一
一
月
の
社
会
主
義
権
力
が
樹
立
さ
れ
た
結

果
、
こ
れ
ら
三
つ
の
汗
国
は
君
主
国
か
ら
社
会
主
義
体
制
の
共
和
国
に
移
行
し
、
一
九
一
八
年
四
月
三
〇
日
に
ト
ル
キ
ス
タ
ン
社
会

主
義
連
邦
共
和
国
（T

urkiston�Sovet�Respublikasi

）、
ブ
ハ
ラ
社
会
主
義
共
和
国
、
ホ
レ
ズ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
な
っ
た
。
一

九
二
四
年
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
（
以
下
、
ソ
連
）
の
民
族
境
界
画
定
政
策
に
よ
っ
て
三
つ
の
共
和
国
が
分
割
さ
れ
、
そ
の
領
土
内
に
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
・
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
は
誕
生
し
た
。
同
国
は
、
ソ
連
憲
法
に
よ
っ
て
連
邦
国
と
し
て
の
民
族
的
な
国
家
主

体
及
び
一
定
の
国
際
的
な
法
人
格
は
認
め
ら
れ
た
。
他
の
中
央
ア
ジ
ア
四
カ
国
―
―
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス

タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
（
五
十
音
順
）
―
―
も
一
九
二
五
年
～
一
九
三
六
年
の
期
間
中
に
ソ
連
の
社
会
主
義
共
和
国
に
な
っ
た
。

　

一
九
二
六
年
八
月
二
七
日
の
ソ
連
の
中
央
執
行
委
員
会
及
び
人
民
委
員
会
の
共
同
声
明
に
よ
っ
て
、
ソ
連
の
連
邦
政
府
機
関
と
そ

の
長
、
ソ
連
の
社
会
主
義
共
和
国
及
び
外
国
の
政
府
機
関
の
間
で
行
わ
れ
る
対
外
業
務
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

ソ
連
憲
法
七
二
条
に
よ
っ
て
「
社
会
主
義
共
和
国
は
、
連
邦
か
ら
自
由
に
脱
退
す
る
」
権
利
も
公
式
に
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、

各
共
和
国
の
外
交
・
対
外
経
済
活
動
は
、
共
産
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
連
邦
中
央
行
政
の
関
与
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
一
九
八
五
年
の
ソ
連
の
最
後
の
共
産
党
書
記
長
Ｍ
・
Ｓ
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
指
導
し
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
（
社
会
の
再
構
築
）
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及
び
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
（
情
報
公
開
）
の
改
革
が
契
機
と
な
っ
た
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
日
の
西
ド
イ
ツ
と
東
ド
イ
ツ
の
統
合
及
び
バ

ル
ト
諸
国
の
独
立
宣
言
に
よ
り
状
況
は
劇
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
四
月
三
日
に
は
、「
ソ
連
か
ら
の
連
合

共
和
国
の
撤
退
に
関
す
る
問
題
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。

　

一
九
九
〇
年
六
月
二
〇
日
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
社
会
主
義
共
和
国
の
最
高
会
議
（O

liy�Sovet

）
は
独
立
宣
言
を
採
択
し
、
翌
年

八
月
三
一
日
に
、
同
国
の
Ｉ
・
Ａ
・
カ
リ
モ
フ
初
代
大
統
領
署
名
の
「
国
家
独
立
の
基
本
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
基
本
法
）
が
施

行
さ
れ
た
。
同
法
を
も
っ
て
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
史
上
初
め
て
国
際
法
的
な
意
味
で
独
立
国
家
の
主
権
を
対
外
的
に
公
表
し
た
。

次
い
で
、
九
月
一
日
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
独
立
記
念
日
と
さ
れ
た
。
独
立
宣
言
後
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
積
極
的
に
新
し

い
主
権
国
家
の
基
盤
を
築
き
始
め
た
。

　

こ
の
時
、
国
際
法
上
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
国
家
の
定
義
に
必
要
と
す
る
全
て
の
条
件
を
備
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、（
一
）

国
民
、（
二
）
恒
久
的
な
支
配
領
域
の
存
在
、（
三
）
政
府
・
行
政
と
立
法
府
の
存
在
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
他
国
と

の
外
交
関
係
の
構
築
を
可
能
と
す
る
主
権
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、「
国
家
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る
モ
ン
テ
ビ

デ
オ
条
約
（
一
九
三
三
年）

7
（

）」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

国
民
は
国
家
主
権
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
国
家
の
領
土
及
び
行
政
管
理
区
分
制
度
も
定
義
さ
れ
た
。
基
本
法
一
三
条
に

よ
っ
て
、「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
外
国
と
の
外
交
・
領
事
関
係
の
開
設
、
国
際
機
関
へ
の
参
加
、
条
約
を
締
結
す
る
権
利
」

が
規
定
さ
れ
た）

8
（

。
そ
の
後
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
初
の
憲
法
に
よ
っ
て
、
国
家
主
権
が
憲
法
レ
ベ
ル
で
確
認
さ
れ
た
。
独
立

宣
言
の
特
徴
は
、
第
一
に
基
本
法
の
制
定
と
公
布
、
第
二
に
国
民
投
票
の
開
催
、
第
三
に
法
律
の
範
囲
内
で
権
限
を
持
つ
実
効
的
な

政
府
の
存
在
で
あ
る
。
独
立
後
、
国
際
関
係
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
新
生
国
家
の
基
盤
を
強
化
す
る
最
も
重
要
か
つ
基
本
的
な
国
際
法

的
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
国
家
承
認
が
あ
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
独
立
後
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
に
、
一
四
五
カ
国
以
上

が
国
家
承
認
を
行
な
っ
た
。
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中
で
も
、
日
本
は
、
一
九
九
一
年
一
二
月
二
八
日
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
を
承
認
し
た
最
初
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
九

二
年
一
二
月
二
六
日
に
は
、
共
和
国
と
外
交
関
係
を
開
設
し
た
。
二
〇
二
一
年
は
、
両
国
間
の
国
家
承
認
及
び
国
際
法
関
係
の
三
〇

周
年
の
象
徴
的
な
年
と
な
る
。

　

共
和
国
の
国
家
承
認
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
自
国
に
す
で
に
組
織
化
さ
れ
た
政
治
・
行
政
構
造
、
安
定
し
た
人
口
と
民
族
構
成
、

国
家
と
し
て
の
領
土
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
迅
速
か
つ
簡
潔
に
行
わ
れ
た
。
一
九
九
一
年
九
月
の
独
立
宣
言
後
、
共
和
国
は
国

際
社
会
に
お
い
て
国
家
と
し
て
の
国
際
法
上
の
地
位
を
確
立
す
べ
き
課
題
に
直
面
し
た
。
同
国
は
、
三
〇
年
間
の
独
立
を
経
て
、
一

三
四
カ
国
と
外
交
関
係
を
開
設
し
た
。
他
方
、
外
国
に
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
四
七
の
外
交
使
節
団
と
領
事
館
が
開
設
さ
れ

て
い
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
一
九
九
三
年
に
国
連
加
盟
国
と
な
り
、
一
〇
〇
以
上
の
国
際
機
関
に
参
加
し
て
い
る
。

（
二
）　

一
九
九
二
年
の
憲
法
と
国
際
法
の
関
係

　

主
権
平
等
と
内
外
政
策
の
実
施
に
お
け
る
国
家
の
独
立
性
は
、
国
際
法
規
範
の
定
立
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
施
の
主
体
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
意
味
し
て
い
る
。
今
日
的
に
は
、
国
際
法
は
国
内
法
制
度
に
密
接
に
統
合
さ
れ
て
い
る
た
め
、
国
内
法
と
国
際

法
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
国
際
法
の
国
内
実
施
は
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
的
に
行

わ
れ
、
事
例
に
よ
っ
て
国
際
法
は
国
内
法
に
関
し
て
優
位
な
地
位
が
認
め
ら
れ
る
。
国
際
法
に
関
す
る
こ
の
優
位
性
と
優
先
順
位
は
、

基
本
的
に
憲
法
規
定
及
び
条
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
九
二
年
一
二
月
に
採
択
さ
れ
た
共
和
国
憲
法
は
、
国
内
法
と
国
際
法
規
範
の
関
係
を
明
確
に
し
た
最
高
の
法
的
効
力
を
持
つ

基
本
文
書
で
あ
る
。
憲
法
前
文
で
は
、
人
権
と
国
家
主
権
の
原
則
へ
の
遵
守
を
宣
言
し
、
国
際
法
の
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
規
範
を

優
先
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

憲
法
に
お
け
る
国
家
の
外
交
政
策
に
関
す
る
規
定
は
、
国
内
法
と
国
際
法
の
相
互
関
係
を
定
め
る
国
内
法
制
度
の
極
め
て
重
要
な
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規
範
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
の
国
が
実
施
し
て
い
る
対
外
政
策
、
国
際
関
係
に
お
け
る
具
体
的
行
動
や
意
思
表
明
が
、

国
際
法
の
全
て
の
規
範
の
形
成
及
び
発
達
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

共
和
国
憲
法
第
四
章
で
は
、
外
交
政
策
、
国
際
機
関
と
の
関
係
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
章
一
七
条
に
よ
っ
て
、

「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
国
際
関
係
の
完
全
な
権
利
を
有
す
る
主
体
で
あ
る
。
そ
の
対
外
政
策
は
、
国
家
主
権
の
平
等
、
武

力
の
不
行
使
又
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
の
放
棄
、
国
境
の
不
可
侵
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
及
び
内
政
不
干
渉
の
原
則
、
並
び
に
国
際
法

の
一
般
に
認
め
ら
れ
た
そ
の
他
の
原
則
及
び
規
範
を
そ
の
基
礎
と
す
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
国
家
及
び
国
民
の
最
高
の

利
益
並
び
に
そ
の
福
祉
及
び
安
全
に
基
づ
い
て
国
家
関
係
を
結
び
、
共
同
体
や
そ
の
他
の
国
家
間
組
織
に
加
入
し
、
又
は
そ
れ
ら
を

脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

共
和
国
の
議
会
で
あ
る
最
高
会
議
（O

liy�M
ajlis

）
は
立
法
権
を
行
使
し
、
立
法
院
及
び
上
院
の
両
議
院
か
ら
成
る
。
最
高
会
議

は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
内
外
政
策
の
基
本
方
針
の
策
定
、
条
約
の
批
准
及
び
廃
棄
、
大
使
及
び
国
際
機
関
に
お
け
る
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
政
府
代
表
の
人
事
を
承
認
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
八
〇
条
に
よ
っ
て
、
上
院
は
大
統
領
の
指
名

に
よ
る
共
和
国
の
大
使
及
び
外
国
に
お
け
る
共
和
国
の
他
の
代
表
者
の
任
命
及
び
解
任
の
権
限
を
有
す
る
。
最
高
会
議
の
両
議
院
の

長
は
、
外
国
政
府
、
国
際
機
関
及
び
他
の
主
体
と
対
外
関
係
に
お
い
て
議
会
を
代
表
し
、
議
会
間
の
国
際
関
係
、
国
際
議
会
組
織

（Inter-parliam
entary�organization

）
と
の
交
流
に
携
わ
っ
て
い
る
議
員
グ
ル
ー
プ
（Parliam

entary�group,

日
本
で
い
う
と
こ
ろ

の
議
員
連
盟
の
定
義
を
含
む
）
の
活
動
を
指
導
す
る
。
一
九
九
二
年
の
憲
法
採
択
後
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
列
国
議
会
同
盟
、
経
済

協
力
開
発
機
構
、
及
び
新
独
立
国
家
共
同
体
の
議
員
会
議
（Parliam

entary�A
ssem

bly

）
に
加
盟
し
、
こ
れ
ら
の
憲
法
規
定
の

適
用
範
囲
内
で
最
高
会
議
の
中
に
、
日
本
と
の
協
力
関
係
を
担
当
す
る
両
議
院
の
議
員
グ
ル
ー
プ
を
含
め
て
、
二
八
の
同
様
な
協
力

議
員
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
五
月
の
最
高
会
議
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
に
よ
っ
て
、「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国

に
お
け
る
議
員
外
交
に
関
す
る
」
基
本
文
書
（Conception

）
の
案
も
作
成
さ
れ
た
。
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次
に
、
憲
法
に
お
け
る
大
統
領
の
法
的
な
地
位
及
び
権
限
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
憲
法
上
、
大
統
領
は
国
家
元
首
で
あ
り
、
国
際

関
係
に
お
い
て
も
共
和
国
を
代
表
す
る
。
共
和
国
の
条
約
及
び
協
定
の
締
結
又
は
署
名
を
行
う
権
限
を
有
し
、
共
和
国
に
よ
っ
て
締

結
さ
れ
た
条
約
、
協
定
又
は
合
意
さ
れ
た
他
の
義
務
の
遵
守
を
保
証
す
る
。
ま
た
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
着
任
す
る
外
交
及

び
そ
の
他
の
代
表
の
信
任
状
及
び
召
喚
状
を
受
理
す
る
。
同
国
の
大
使
及
び
政
府
代
表
の
候
補
を
指
名
し
、
上
院
の
承
認
を
受
け
る
。

憲
法
は
、
国
内
法
制
度
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
国
際
法
を
実
施
す
る
上
で
広
範
に
発
せ
ら
れ
る
大
統
領
令
に
つ
い
て
具
体
的
に

言
及
し
て
い
る
。
憲
法
九
四
条
は
、
大
統
領
が
憲
法
に
基
づ
き
共
和
国
内
で
拘
束
力
を
有
す
る
大
統
領
令
を
発
出
す
る
と
規
定
し
て

い
る
。
国
際
法
分
野
に
関
し
て
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
主
要
な
外
交
事
案
、
国
際
機
関
と
の
相
互
作
用
に
関
す
る
事
項
、

外
国
と
の
協
力
関
係
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
、
国
家
の
発
展
分
野
に
関
す
る
戦
略
文
書
、
条
約
と
他
の
国
際
合
意
文
書
の
手
続
き
や
実
施

に
関
す
る
国
内
行
為
は
、
多
く
の
場
合
、
基
本
的
に
大
統
領
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る）

9
（

。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
八
日

に
採
択
さ
れ
た
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
日
本
と
の
二
カ
国
間
の
協
力
関
係
の
さ
ら
な
る
拡
大
及
び
強
化
措
置
」
に
関
す
る

大
統
領
令
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
大
統
領
訪
日
の
際
に
合
意
さ
れ
た
二
国
間
文
書
の
実
施
、
協
力

関
係
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
設
定
、
及
び
国
内
の
調
整
機
関
と
し
て
省
庁
間
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
構
成
を
定
め
て
い
る
。

　

国
家
実
行
に
関
連
す
る
分
野
及
び
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
最
高
会
議
の
議
決
及
び
内
閣
府
の
決
議
も
規
範
的
性
質
を
有
す
る

法
令
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
二
〇
年
一
月
一
四
日
に
発
効
し
た
「
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
に
お
け
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の

大
使
館
及
び
関
連
す
る
施
設
の
建
設
と
整
備
に
関
す
る
組
織
措
置
」
に
関
す
る
内
閣
府
の
決
議
に
よ
っ
て
、
両
国
で
合
意
さ
れ
た
大

使
館
の
開
設
に
関
す
る
具
体
的
な
措
置
を
定
め
て
い
る
。
憲
法
九
八
条
で
は
、
共
和
国
の
首
相
は
、
憲
法
に
お
け
る
権
限
の
範
囲
内

で
、
国
際
関
係
に
あ
っ
て
共
和
国
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
。

　

憲
法
一
〇
七
条
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
裁
判
所
制
度
、
憲
法
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
、
軍
事
裁
判
所
、
民
事
裁
判
所
及

び
刑
事
裁
判
所
、
州
・
市
・
地
区
間
・
地
区
単
位
の
行
政
裁
判
所
及
び
経
済
裁
判
所
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
共
和
国
の
憲
法
裁
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判
所
は
、
国
内
法
、
最
高
会
議
の
議
決
、
大
統
領
令
、
内
閣
府
の
決
議
、
国
家
間
の
条
約
及
び
そ
の
他
の
国
際
義
務
が
共
和
国
憲
法

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
、
決
定
す
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
憲
法
四
三
条
及
び
四
六
条
は
「
人
権
及
び
自
由
の
保
障
」
の
章
で
、
国
家
は
憲
法
と
法
律
に
定
め
ら
れ
た
国
民
の
権
利
及

び
自
由
を
保
障
し
、
そ
の
権
利
及
び
自
由
の
司
法
的
救
済
、
未
成
年
者
、
労
働
不
能
者
及
び
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
権
利
の
保
護
、

両
性
の
平
等
権
の
保
障
を
定
め
る
。
共
和
国
は
、
内
外
の
国
民
に
対
す
る
法
的
保
護
と
庇
護
を
保
障
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
民
の

外
交
的
保
護
は
国
家
の
憲
法
上
の
義
務
で
あ
る
。
憲
法
二
三
条
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
領
域
内
に
い
る
外
国
人
及
び
無
国

籍
者
は
、
国
際
法
及
び
共
和
国
が
締
結
し
て
い
る
条
約
に
基
づ
き
、
権
利
及
び
自
由
を
保
障
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。

（
三
）　

二
〇
一
九
年
の
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
に
関
す
る
法
律
」

　

社
会
の
様
々
な
各
分
野
に
お
い
て
、
国
家
間
の
国
際
的
な
相
互
作
用
に
お
け
る
関
係
を
条
約
化
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
外
交
政
策

の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
交
政
策
に
特
有
か
つ
連
続
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
存
在

す
る
。
い
か
な
る
条
約
も
、
政
治
、
経
済
及
び
他
の
協
力
分
野
に
お
い
て
国
際
義
務
が
具
体
化
さ
れ
た
特
定
の
形
態
を
と
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
際
法
分
野
に
お
け
る
条
約
は
、
優
越
的
な
地
位
を
有
す
る
。
現
在
、
国
際
協
力
の
発
展
の
基
礎
的

な
要
因
は
、
条
約
の
適
用
範
囲
、
多
様
性
、
及
び
数
的
拡
大
で
あ
る）

（（
（

。

　

二
〇
一
九
年
二
月
六
日
に
新
た
な
条
約
法
が
施
行
さ
れ
た）

（1
（

。
独
立
後
の
一
九
九
五
年
一
二
月
二
二
日
に
採
択
さ
れ
た
旧
条
約
法
は
、

五
章
四
三
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
新
し
い
条
約
法
は
、
六
章
五
六
条
で
構
成
さ
れ
、
旧
条
約
法
と
比
し
て
、
第
一
章
（
一
般
規

定
）
及
び
第
二
章
（
条
約
の
締
結
手
続
き
）
に
大
き
な
改
正
が
な
さ
れ
た）

（1
（

。
主
に
条
約
法
に
お
け
る
条
約
の
定
義
や
国
内
実
施
手
続

き
、
他
の
適
用
範
囲
を
よ
り
具
体
化
し
て
進
展
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
現
在
の
国
際
協
力
及
び
地
域
協
力
に
お
け
る

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
専
門
的
な
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
の
対
外
的
な
活
動
の
拡
大
、
国
際
機
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関
や
多
数
国
間
組
織
と
の
相
互
作
用
の
更
な
る
条
約
化
、
国
際
法
規
範
の
形
成
過
程
に
お
け
る
政
府
系
の
専
門
家
や
独
立
し
た
エ
キ

ス
パ
ー
ト
の
参
加
の
制
度
化
の
重
要
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

条
約
法
に
は
、
新
た
に
第
六
章
（
最
終
条
項
）
が
追
加
さ
れ
、
条
約
に
関
す
る
法
律
違
反
に
対
す
る
責
任
（
五
二
条
）、
関
連
す
る

法
令
の
無
効
の
承
認
（
五
三
条
）、
条
約
の
執
行
の
保
証
、
本
法
の
趣
旨
及
び
目
的
の
説
明
（
五
四
条
）、
国
内
法
と
の
適
合
性
の
尊

重
（
五
五
条
）、
本
法
の
施
行
（
五
六
条
）
が
新
た
な
規
定
と
な
っ
た
。

　

条
約
法
に
よ
っ
て
、
書
面
に
よ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
際
合
意
は
、
共
和
国
の
法
制
度
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
る
と
規

定
さ
れ
た
。
同
法
三
条
に
よ
っ
て
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
は
、
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
国
際
法
の
原
則
及
び
規
範
と
と

も
に
、
共
和
国
法
制
度
の
不
可
分
の
一
体
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
四
日
に
発
効
し
た
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
発
展
省
の
業
務
に
関
連
す
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に
関
す
る
法
律
」
二
条
で
は
、
条
約

が
同
国
の
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
規
則
を
制
定
し
た
場
合
、
条
約
の
規
則
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
す

る
。
こ
の
点
、
旧
条
約
法
に
お
い
て
は
、
条
約
の
定
義
は
、「
国
際
関
係
の
分
野
に
お
け
る
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
一
カ
国
及
び

い
く
つ
か
の
国
又
は
国
際
機
関
と
の
平
等
か
つ
強
制
さ
れ
て
い
な
い
合
意
で
あ
る
」（
三
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
以
前
の
条
約

の
定
義
を
規
定
す
る
三
条
で
は
、
条
約
の
代
わ
り
に
国
際
合
意
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
、
国
内
法
制
度
と
の
具
体
的
な
関
連
性
の
明

記
が
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
条
約
法
に
は
、
条
約
の
発
案
及
び
草
案
作
成
に
関
す
る
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化
を
定
め
る
新
し
い
条
文

が
挿
入
さ
れ
た
。
同
法
で
は
、
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
提
案
、
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化
、
司
法
審
査
、
条
約
の
交
渉
と
署
名
す
る

権
限
に
関
す
る
証
明
書
、
条
約
の
発
案
、
準
備
、
締
結
及
び
施
行
に
関
す
る
担
当
省
庁
の
役
割
及
び
権
限
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
条
約
法
に
は
、
一
九
九
五
年
の
旧
条
約
法
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
新
し
い
条
約
分

野
に
関
す
る
次
の
文
言
が
法
律
中
に
挿
入
さ
れ
た
。
条
約
の
「
発
案
」（Initiative�proposal

）、
条
約
に
関
す
る
「
説
明
注
釈
書
」

（Explanatory�note

）、「
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化
」（Expert�elaboration

）、「
司
法
審
査
」（Legal�expertise

）、「
他
種
類
の
審
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査
」、
及
び
「
条
約
の
交
渉
及
び
署
名
の
権
限
に
関
す
る
証
明
書
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
条
約
法
八
条
は
、
共
和
国
の
条
約
草
案
又
は
多
数
国
間
条
約
へ
の
参
加
の
可
否
に
つ
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化

を
開
始
す
る
た
め
の
「
発
案
」、
及
び
参
加
の
適
切
性
の
検
討
過
程
を
定
め
て
い
る
。
共
和
国
の
国
家
機
関
は
、
外
務
省
と
の
合
意

の
下
、
各
省
庁
の
所
掌
事
務
に
つ
き
「
条
約
草
案
に
関
す
る
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化
を
開
始
す
る
た
め
の
発
案
又
は
共
和
国
の
多
数

国
間
条
約
へ
の
参
加
の
適
切
性
の
検
討
」
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
司
法
省
は
、
同
国
が
締
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
条
約
の
草
案
又
は
多
数
国
間
条
約
の
原
文
と
共
和
国

の
国
内
法
と
の
整
合
性
の
司
法
審
査
を
行
う
。「
専
門
家
に
よ
る
精
緻
化
」
の
過
程
の
際
に
必
要
な
状
況
に
応
じ
て
、
条
約
の
草
案

及
び
審
査
は
共
和
国
の
多
数
国
間
条
約
へ
の
参
加
の
適
切
性
を
協
議
す
る
た
め
に
政
府
関
係
機
関
の
代
表
者
、
専
門
家
及
び
独
立
し

た
エ
キ
ス
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
省
庁
間
の
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
〇
条
）。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国

の
外
務
省
に
よ
る
法
的
な
審
査
の
後
、
条
約
の
草
案
又
は
共
和
国
の
多
数
国
間
条
約
へ
の
参
加
の
適
切
性
に
関
す
る
事
案
は
、
同
国

の
大
統
領
又
は
内
閣
府
に
提
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
司
法
省
及
び
外
務
省
も
そ
れ
ぞ
れ
法
的
な
審
査
を
行
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、
司

法
省
は
条
約
の
国
内
法
と
の
適
合
性
、
他
方
で
外
務
省
は
条
約
に
関
す
る
国
際
法
の
側
面
に
つ
い
て
審
査
す
る
の
で
、
相
互
に
牴
触

を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
旧
条
約
法
に
は
な
か
っ
た
「
他
種
類
の
審
査
」
は
経
済
、
金
融
、
科
学
、
環

境
の
側
面
、
言
語
学
的
及
び
他
の
種
類
の
審
査
を
い
う
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
が
締
結
す
る
条
約
は
、
国
際
法
規
範
に
従
い
、
厳
格
か
つ
義
務
的
に
実
施
さ
れ
る
。
条
約
法
四
条
で
は
、

同
国
が
締
結
す
る
条
約
は
、
外
国
、
国
際
機
関
又
は
国
際
法
に
準
拠
す
る
条
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
主
体
と
文
書
の
形
式
で

締
結
し
た
国
際
合
意
を
い
う
。
か
か
る
合
意
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
一
つ
の
文
書
に
含
ま
れ
る
か
、
二
つ
以
上
の
関
連

文
書
に
含
ま
れ
る
か
、
若
し
く
は
特
定
の
名
称
と
締
結
の
方
法
（
条
約
、
協
定
、
議
定
書
、
公
文
書
及
び
口
上
書
の
交
換
又
は
条
約
の
他

の
名
称
と
締
結
す
る
そ
の
他
の
手
段
）
を
問
わ
な
い
。
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こ
こ
で
、
共
和
国
の
締
結
す
る
条
約
に
つ
き
、
そ
の
法
的
な
適
用
範
囲
を
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
政
治
条
約
、

第
二
に
経
済
条
約
、
第
三
に
社
会
分
野
（
科
学
、
教
育
、
文
化
）
に
関
す
る
条
約
、
及
び
第
四
は
司
法
事
項
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
。

条
約
法
七
条
で
は
、
共
和
国
の
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
国
家
に
属
す
る
と
規
定
す
る
。
条
約
を
締
結
す
る
主
体
は
、
国
家
で
あ
る
。

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
を
代
表
し
て
他
国
と
条
約
を
締
結
す
る
国
家
間
の
条
約
、
共
和
国
政
府
を
代
表
し
て
他
国
の
政
府
と
締
結

す
る
政
府
間
の
条
約
、
省
庁
を
代
表
し
て
外
国
の
行
政
機
関
と
の
間
で
締
結
す
る
取
極
め
が
あ
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
を
代
表
し
て
、
締
結
さ
れ
る
条
約
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
に
よ
っ
て
大
統
領
に
提
出
さ
れ
る
。

同
国
の
他
の
政
府
機
関
は
、
外
務
省
と
共
同
又
は
調
整
の
上
、
そ
の
所
管
に
関
す
る
条
約
を
締
結
す
る
提
案
を
大
統
領
に
提
出
す
る
。

内
閣
府
を
代
表
し
て
締
結
さ
れ
る
条
約
の
提
案
は
、
外
務
省
か
ら
内
閣
府
に
提
出
さ
れ
る
。

　

条
約
法
一
三
条
は
、
共
和
国
の
外
国
と
の
省
庁
間
の
条
約
の
締
結
の
提
案
に
つ
き
、
条
約
が
規
定
す
る
事
項
を
所
管
す
る
政
府
機

関
に
よ
っ
て
共
和
国
の
大
統
領
又
は
内
閣
府
に
提
出
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
条
約
法
一
四
条
は
、
共
和
国
の
他
の
法
律
に

よ
っ
て
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
共
和
国
の
条
約
の
交
渉
及
び
署
名
す
る
決
定
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ

ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
を
代
表
し
て
締
結
さ
れ
る
条
約
に
関
し
て
は
大
統
領
の
決
定
、
政
府
を
代
表
し
て
締
結
さ
れ
る
条
約
又
は
共

和
国
の
省
庁
間
の
条
約
に
つ
い
て
は
大
統
領
及
び
内
閣
府
の
合
意
の
上
で
共
和
国
の
所
管
大
臣
が
決
定
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
が
締
結
す
る
条
約
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
事
項
が
二
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
国
家
機
関
の
所
管
と
な

る
場
合
、
外
務
省
の
提
案
で
大
統
領
又
は
内
閣
府
に
よ
っ
て
条
約
の
義
務
の
実
施
を
担
当
す
る
一
つ
の
国
家
機
関
が
選
定
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
分
野
に
関
す
る
上
海
協
力
機
構
加
盟
国
の
政
府
間
の
国
際
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月

二
六
日
の
「
条
約
の
承
認
に
関
す
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
大
統
領
令
」
に
従
い
、
大
統
領
府
所
管
の
情
報
・
マ
ス
コ
ミ
庁
が
、

か
か
る
条
約
の
管
轄
当
局
と
さ
れ
た）

（1
（

。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
憲
法
に
従
い
、
条
約
の
批
准
は
最
高
会
議
の
両
議
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
次
の
条
約
は
、
批
准
の
対
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象
と
な
る
（
一
八
条
）。

・
国
家
間
関
係
の
基
本
原
則
及
び
司
法
協
力
に
関
す
る
条
約

・
共
和
国
の
防
衛
能
力
、
講
和
条
約
、
集
団
安
全
保
障
条
約

・
共
和
国
と
他
国
と
の
領
土
境
界
画
定
に
関
す
る
条
約

・
共
和
国
の
国
家
間
の
同
盟
、
国
際
機
関
、
及
び
そ
の
他
の
団
体
へ
の
参
加
に
関
す
る
条
約

・
共
和
国
の
既
存
の
法
改
正
や
新
法
の
制
定
を
伴
う
条
約

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
締
結
す
る
条
約
に
他
の
締
約
国
に
よ
る
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
共
和
国
の
外
務
省
又
は
関
係
す

る
他
の
国
家
機
関
及
び
外
務
省
は
共
同
し
て
、
国
際
法
規
範
及
び
当
該
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
提
案
を
共
和

国
の
内
閣
府
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
共
和
国
大
統
領
に
提
出
す
る
。
共
和
国
の
条
約
の
他
の
締
約
国
に
よ
っ
て
重
大
な
違
反
が
な

さ
れ
た
場
合
、
当
該
条
約
の
規
定
及
び
国
際
法
規
範
に
従
っ
て
当
該
条
約
を
終
了
又
は
停
止
す
る
こ
と
は
、
条
約
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
一
連
の
手
続
き
を
行
う
（
三
八
条
）。

　

こ
こ
で
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
に
基
づ
く
国
家
実
行
に
つ
き
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
概
観
し
た
い
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
共
和
国
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
の
領
事
条
約
五
七
条
一
項
に
従
い
、
同
条
約
は
批
准
の
対
象
と
な
り
、
批
准
書
の
交
換
後
三
〇
日

目
に
発
効
す
る）

（1
（

。「
最
高
会
議
に
承
認
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
三
月
二
日
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
法
律
に
基
づ
く
ハ
ー
グ
国
際

私
法
憲
章
（
一
九
五
一
年
一
〇
月
三
一
日
）
の
批
准
で
あ
る）

（1
（

。」
ま
た
、
条
約
法
に
従
い
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
が
締
結
し
た
条

約
の
発
効
は
、
同
国
に
よ
る
条
約
の
義
務
へ
の
合
意
表
明
の
後
、
条
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
方
法
及
び
期
間
、
又
は
当
事
者

間
で
合
意
さ
れ
た
方
法
及
び
期
間
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
二
〇
一
七
年
四
月
五
日
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
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と
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
政
府
と
の
科
学
的
・
技
術
的
協
力
に
関
す
る
協
定
」
は
、
一
〇
条
に
従
い
、
本
協
定
は
署
名
当
日
に
発
効
す
る

と
規
定
し
て
い
る）

（1
（

。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
六
日
に
署
名
さ
れ
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
と
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の

「
緊
急
事
態
の
予
防
及
び
解
除
の
協
力
に
関
す
る
協
定
」
は
、
同
協
定
一
八
条
に
従
い
、
外
交
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
発
効
に
必
要

な
国
内
手
続
き
の
実
施
に
関
す
る
最
終
的
な
書
面
に
よ
る
通
知
を
受
け
取
っ
た
日
に
発
効
す
る
。
こ
の
場
合
の
書
面
は
、
双
方
の
外

務
省
の
口
上
書
の
交
換
に
よ
る
通
知
の
形
態
を
と
る
。

　

次
い
で
、
条
約
法
二
六
条
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
締
結
す
る
条
約
へ
の
留
保
に
つ
き
規
定
す
る
。
条
約
の
規
定
及
び
国

際
法
の
規
範
に
従
い
、
条
約
の
署
名
、
批
准
、
承
認
、
受
諾
、
又
は
加
盟
の
際
に
留
保
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
八
日
の
「
自
由
貿
易
地
域
協
定
の
適
用
に
関
す
る
議
定
書
」
に
署
名
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
自
由
貿

易
地
域
協
定
に
加
盟
し
た
。
こ
の
追
加
議
定
書
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
三
一
日
に
ミ
ン
ス
ク
市
で
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｉ
Ｓ
政
府
首
脳
会

議
の
会
合
で
署
名
さ
れ
た
。
共
和
国
の
最
高
議
会
は
、
同
年
一
一
月
二
九
日
に
「
議
定
書
の
批
准
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
、
上

院
は
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
三
日
に
こ
れ
を
承
認
し
た
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
条
約
を
批
准
す
る
第
九
番
目
の
国
と
な
っ

た
。
な
お
、
他
の
締
約
国
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
間
の
条
約
の
規
定
に
は
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
付
し
た
締
結
と
な
っ
て

い
る）

（1
（

。
い
ま
一
つ
は
、
二
〇
二
〇
年
又
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
が
世
界
貿
易
機
関
に
加
盟
す
る
前
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
ま
で

に
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
条
約
の
締
約
国
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
一
九
九
四
年
三
条
に
基
づ
き
、
相
互
貿
易
に
お
い
て
国
内
優
遇

の
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
、
二
国
間
協
議
の
実
施
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」）

（1
（

を
批
准
し
た
（
二
〇
〇
〇

年
一
一
月
一
五
日
）。
国
民
会
議
の
決
議
に
従
い
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
同
条
約
三
五
条
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
留

保
を
同
条
約
に
付
し
た
。

　

ま
た
、
国
際
法
及
び
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
合
意
の
下
、
共
和
国
の
締
結
す
る
条
約
に
変
更
及
び
追
加
規
定
を
挿
入
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
航
空
協
定
」
二
四
条
に
よ
っ
て
、
締
約
国
は
協
定
の
不
可
欠
な

部
分
と
し
て
個
別
の
議
定
書
に
よ
っ
て
、
協
定
に
変
更
及
び
追
加
を
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。

三　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
新
た
な
政
策
及
び
法
文
書
に
お
け
る
国
際
法
の
実
施

（
一
）�　

二
〇
一
七
年
の
大
統
領
令
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
五
つ
の
重
点
発
展
分
野
に
お
け
る
二
〇
一
七
―
二
〇
二
一
年
の

行
動
戦
略
」
の
国
際
法
的
側
面

　

国
際
法
の
効
果
的
な
実
施
は
、
国
家
が
国
際
法
の
規
範
を
国
内
レ
ベ
ル
で
実
効
的
に
実
施
し
て
い
る
場
合
に
の
み
確
保
し
う
る
。

こ
の
相
互
作
用
関
係
は
、
次
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
第
一
に
、
国
家
は
国
内
の
管
轄
か
ら
、
よ
り
多
く
の
事
案

を
国
際
法
的
な
規
制
に
転
換
す
る
。
第
二
に
、
国
際
法
の
規
範
を
広
範
に
国
内
法
に
編
入
す
る
。
国
家
の
内
外
政
策
及
び
発
展
に
関

す
る
戦
略
文
書
に
含
ま
れ
る
政
治
的
な
義
務
は
、
世
界
の
国
際
協
力
の
内
容
や
方
向
性
を
決
定
す
る
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
種
の
義
務
の
履
行
は
、
各
国
の
国
際
法
上
の
義
務
を
定
め
る
多
く
の
国
際
条
約
の
国
内
実
施
に
刺
激
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
地
域
化
の
背
景
に
あ
る
国
際
協
力
の
形
態
の
発
展
及
び
動
態
性
並
び
に
常
に
変
化
す
る
地
政
学
的
な
環
境
は
、

国
家
間
の
平
和
共
存
の
要
因
を
国
際
規
範
の
み
な
ら
ず
、
概
念
的
な
性
質
を
も
つ
国
内
法
令
と
し
て
定
め
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

各
国
は
、
第
一
に
国
内
の
適
用
範
囲
、
次
の
段
階
で
国
際
的
な
枠
組
み
を
通
じ
て
、
国
際
社
会
及
び
関
連
地
域
の
発
展
と
平
和
維
持

に
向
け
た
国
家
間
の
努
力
及
び
共
同
戦
略
を
策
定
す
る
活
動
を
強
化
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
七
年
二
月
七
日
の
大
統
領
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
五
つ
の
重
点
発
展
分
野
に
お
け
る
二

〇
一
七
―
二
〇
二
一
年
の
行
動
戦
略
」
は
、
国
際
法
・
外
交
分
野
に
お
い
て
重
点
的
な
取
組
み
を
定
め
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
中
で
、
次
の

六
つ
の
方
向
性
に
注
目
し
た
い
。
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・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
主
権
と
独
立
の
強
化

・
国
際
協
力
の
法
的
な
基
礎
で
あ
る
条
約
分
野
及
び
外
交
政
策
と
対
外
経
済
活
動
に
関
す
る
国
内
法
制
度
の
充
実

・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
境
に
関
す
る
境
界
及
び
画
定
に
関
す
る
事
案
の
整
理

・
中
央
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和
及
び
安
定
を
強
化
し
、
安
全
及
び
持
続
可
能
な
開
発
の
地
域
に
作
り
変
え
る
こ
と

・�

外
国
の
直
接
投
資
及
び
先
進
技
術
を
国
内
経
済
の
優
先
分
野
に
導
入
し
、
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
及
び
観
光
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
、
交
通
及
び
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
を
拡
大
し
、
国
際
輸
送
ル
ー
ト
及
び
物
流
イ
ン
フ
ラ
を
発
展
さ
せ

る
こ
と

・�

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
内
外
の
国
民
及
び
法
人
の
権
利
及
び
利
益
を
包
括
的
な
保
護
で
保
障
し
、
海
外
に
滞
在
す
る
同
国

人
と
の
協
力
関
係
を
強
化
す
る
こ
と

　

こ
れ
ら
条
約
分
野
に
お
け
る
共
和
国
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
、
国
際
法
の
普
遍
的
な
原
則
の
尊
重
、
国
際
法
規
範
形
成
に
お
け
る
共

和
国
の
積
極
的
な
関
与
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
行
動
戦
略
の
採
択
後
に
締
結
さ
れ
た
中
央
ア
ジ
ア
の
二
国
間

協
定
及
び
そ
の
他
の
条
約
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
、
他
の
中
央
ア
ジ
ア
四
カ
国
と
の
地
域
協
力
、
戦
略
的
連
携
、
航
空
協

定
、
国
境
の
画
定
に
関
す
る
新
た
な
国
際
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
調
し
た
い
。
行
動
戦
略
の
採
択
後
、
ソ
連
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

体
制
が
つ
く
っ
た
様
々
か
つ
複
雑
な
要
因
が
関
連
し
て
い
る
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
境
の
境
界
画
定
過
程
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

積
極
的
な
関
与
の
下
で
前
進
し
た
。
二
〇
一
七
～
二
〇
一
八
年
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン

共
和
国
各
国
と
の
国
境
分
野
に
関
す
る
条
約
の
調
印
は
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
の
今
後
の
交
流
及
び
経
済
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
合
意

と
な
っ
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
九
日
に
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
航
空
協
定
が
締
結
さ
れ
、
か
か

る
新
た
な
国
際
法
的
な
取
組
み
に
よ
っ
て
、
両
国
間
で
初
の
定
期
航
空
便
が
確
立
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
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ま
た
、
二
〇
一
七
年
三
月
六
日
に
は
、
ア
シ
ガ
バ
ッ
ト
市
で
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
共
和
国
の
戦
略

的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
条
約
」
が
調
印
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
四
月
二
三
日
に
タ
シ
ケ
ン
ト
市
で
、「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

共
和
国
と
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
共
和
国
の
地
域
間
の
協
力
に
関
す
る
協
定
」
が
調
印
さ
れ
た
。
同
協
定
に
従
い
、
貿
易
・
経
済
、
文

化
・
人
道
分
野
、
農
業
・
灌
漑
分
野
、
医
療
、
観
光
、
環
境
保
護
及
び
そ
の
他
の
相
互
関
心
の
協
力
分
野
に
お
け
る
地
域
間
協
力
を

拡
大
・
発
展
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
と
は
、
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
更
な
る
進
化
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
国
際
文
書
が
締
結
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
国
際
社
会
は
「
伝
統
的
な
」
人
権
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
第
三
世
代
と
捉
え
ら
れ
る
人
権
分
野
の
理
論
的
な
認
識
の
み

な
ら
ず
、
部
分
的
な
実
施
も
進
め
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
開
発
の
権
利
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
条

件
の
変
化
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
環
境
分
野
に
お
け
る
人
権
の
認
知
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
共
和
国
は
、
水
資
源
の
不
足
や
ア
ラ
ル
海
の
干
ば
つ
を
含
む
地
球
規
模
の
環
境
保
護
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

同
行
動
戦
略
の
実
施
過
程
に
お
い
て
も
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
水
資
源
の
合
理
的
か
つ
公
平
な
利
用
に
関
す
る
問
題
へ
の
地
域
間

対
話
も
進
展
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

二
〇
一
七
年
以
降
、
地
域
サ
ミ
ッ
ト
及
び
首
脳
レ
ベ
ル
で
の
協
議
会
合
（Consultative�M

eetings

）
の
定
期
的
開
催
を
含
む
地

域
協
力
の
発
展
に
向
け
た
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
共
同
的
な
取
組
み
が
創
設
さ
れ
た
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
提
案
に
よ
っ
て
中

央
ア
ジ
ア
諸
国
と
共
同
で
作
成
さ
れ
た
「
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
持
続
的
な
発
展
及
び
安
定
、
平
和
を
保
証
す
る
地
域
及
び
国

際
協
力
の
強
化
」
に
関
す
る
国
連
総
会
の
決
議
は
二
〇
一
八
年
六
月
二
二
日
に
採
択
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
、
タ
シ
ケ

ン
ト
市
で
調
印
さ
れ
た
第
二
回
中
央
ア
ジ
ア
首
脳
会
議
の
共
同
声
明
に
従
い
、
公
式
に
諸
国
の
首
脳
の
「
協
議
会
合
」
の
開
催
、
外

相
会
議
や
他
の
政
府
機
関
及
び
専
門
家
レ
ベ
ル
に
よ
る
定
期
的
な
作
業
部
会
の
開
催
に
関
す
る
規
則
が
採
択
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
行
動
戦
略
の
対
外
経
済
・
国
際
観
光
分
野
の
発
展
に
関
す
る
措
置
に
つ
き
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
大
統
令
に
よ
り
、
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二
〇
一
八
年
二
月
一
〇
日
か
ら
、
日
本
、
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ト
ル
コ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

七
カ
国
の
国
籍
保
有
者
に
対
し
、
三
〇
日
間
の
ビ
ザ
な
し
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
（
ビ
ジ
ネ
ス
目
的
を
含
む）

11
（

）。
そ
の
後
、
対
象
国
が

徐
々
に
拡
大
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
月
一
日
に
は
、
三
〇
日
間
以
上
の
ビ
ザ
な
し
対
象
国
は
日
本
も
含
め
八
五
カ
国
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
共
和
国
国
家
観
光
発
展
委
員
会
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
観
光
客
数
全
体
は
、
二
〇
一
九
年
は
六
七
〇
万
人
と
二
〇

一
七
年
の
二
七
〇
万
人
の
約
二
・
五
倍
に
、
日
本
人
観
光
客
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
訪
問
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
は
二
万

四
九
二
二
人
で
年
間
成
長
率
四
六
％
（
二
〇
一
八
年
は
一
万
七
〇
五
二
人
）
に
な
っ
て
い
る
。

（
二
）　

人
権
分
野
に
お
け
る
国
内
法
制
度
の
最
近
の
発
展

　

本
節
で
は
、
歴
史
的
な
分
析
に
よ
る
「
人
権
」
の
概
念
は
、
元
来
、
国
家
の
国
内
法
制
度
か
ら
国
際
法
に
移
行
し
て
き
た
こ
と
を

証
明
す
る
。
一
二
一
五
年
の
英
国
の
大
憲
章
は
、
人
権
分
野
に
関
す
る
初
の
国
際
的
な
解
釈
の
取
組
み
と
な
っ
た
。
一
七
七
六
年
六

月
一
二
日
の
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
の
前
文
に
は
権
利
宣
言
が
あ
る
。
こ
れ
ら
法
律
の
中
で
明
記
さ
れ
た
法
原
則
及
び
規
範
は
、

一
七
八
七
年
の
米
国
憲
法
の
中
で
確
定
し
、
更
に
発
展
し
た
。
米
国
憲
法
の
初
の
修
正
条
項
一
〇
条
は
、
権
利
章
典
と
称
さ
れ
る
。

ま
た
、
一
七
八
九
年
の
仏
国
の
「
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
は
、
こ
の
理
念
の
基
本
的
な
概
念
を
古
典
的
に
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
人
権
の
理
念
を
確
立
す
る
た
め
に
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
人
権
の
国
際
法
的
な
文
化
の
基
礎
は
、

人
権
を
優
先
的
な
課
題
と
謳
っ
て
い
る
一
九
四
五
年
の
国
連
憲
章
の
採
択
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
国
連
国
際
法
委

員
会
は
、
国
家
が
人
道
的
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
評
価
し
う
る
基
準
と
し
て
「
国
際
人
権
法
草
案
」
の
定
立
を
任
さ
れ
た
。
同

草
案
の
第
一
部
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
〇
日
に
国
連
総
会
「
世
界
人
権
宣
言
」
の
決
議
で
採
択
さ
れ
、
第
二
部
は
、
二
つ
の
国

際
人
権
規
約
の
形
で
一
九
六
六
年
に
総
会
で
承
認
さ
れ
た
。
一
九
七
六
年
以
降
、
両
人
権
規
約
は
発
効
し
、
各
締
約
国
に
法
的
拘
束

力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
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二
一
世
紀
に
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
形
態
の
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
及
び
技
術
の
進
歩
、
又
は
旧
来
の
国
家
の
閉
鎖
性
及
び
全
体
主
義
的
な
性
質
を
克
服
す
る
試
み
か
ら
生
じ
て
い
る
現
象

で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
第
一
に
人
権
を
広
義
に
理
解
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
領
域
が
社
会
に
お
い
て
完
全
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
市
民
社
会
と
国
際
社
会
に
対
す
る
国
家
の
義
務
に
基
づ
き
創
設
さ
れ
た
新
た
な
司
法
制
度
が
あ
る
。

第
三
に
、
も
は
や
国
家
だ
け
で
は
な
く
、
非
政
府
団
体
、
多
国
籍
組
織
、
及
び
超
国
家
的
な
組
織
が
積
極
的
な
当
事
者
た
る
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
国
家
の
統
合
（integrity

）
が
進
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
法
の
支
配
の
構
成
要
素
と
し
て
、
人
権
分
野
に
お
け
る
国
際
法
規
範
の
実
効
的
な

国
内
実
施
を
進
め
て
い
る
。
同
国
は
、
ソ
連
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
脱
却
し
、
民
主
国
家
と
し
て
巨
大
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

近
年
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
で
は
、
司
法
改
革
及
び
立
法
制
度
を
一
新
す
る
積
極
的
な
動
向
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
法
的
基
盤
が
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
人
権
保
護
及
び
保
障
に
関
す
る
法

制
度
の
新
た
な
進
歩
的
な
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
現
在
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
人
権
保
護
に
関
す
る
規
範
及
び
基
準

を
含
む
八
〇
以
上
の
条
約
を
批
准
し
て
お
り
、
人
権
に
関
す
る
一
〇
の
主
要
な
条
約
の
締
約
国
に
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
に
は
、
国
連
設
立
七
五
周
年
を
迎
え
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
一
九
九
二
年
三
月
七
日
か
ら
国
連

加
盟
国
と
し
て
、
世
界
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
向
け
て
一
貫
し
た
取
組
み
を
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
九
月
一
九
日
の
国
連
総

会
第
七
二
回
会
合
で
、
Ｓ
・
Ｍ
・
ミ
ル
ジ
ヨ
エ
フ
大
統
領
が
発
表
し
た
「
青
年
の
権
利
に
関
す
る
国
連
条
約
の
検
討
に
関
す
る
提

案
」（Convention�on�Y

outh�Rights

）
及
び
「
啓
蒙
と
宗
教
的
寛
容
」（Enlightenm

ent�and�religious�tolerance

）
に
関
す
る
国

連
総
会
の
特
別
決
議
の
採
択
は
、
国
際
社
会
の
更
な
る
持
続
可
能
な
開
発
と
安
全
保
障
の
強
化
に
貢
献
す
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
新

し
い
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
い
え
る
。

　

国
連
設
立
後
初
の
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
け
る
ア
ジ
ア
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
市
で
二
〇
一
九
年
及
び
二
〇
二
〇
年
の
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八
月
に
二
回
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
第
七
三
回
国
連
総
会
の
主
要
文
書
と
し
て
承
認
さ
れ
た
「
人
権
に
関
す

る
サ
マ
ル
カ
ン
ド
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
二
〇
二
〇
年
八
月
一
二
日
の
「
サ
マ
ル
カ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
Ｓ
・
Ｍ
・
ミ
ル
ジ
ヨ

エ
フ
大
統
領
は
、「
若
者
が
人
口
の
半
数
以
上
を
占
め
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
、
彼
ら
の
権
利
、
自
由
、
正
当
な
利
益
の
保
護
す

る
こ
と
が
国
家
政
策
の
最
優
先
課
題
と
な
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
最
高
会
議
は
、
人
権
分
野

に
お
け
る
「
サ
マ
ル
カ
ン
ド
精
神
」
を
実
施
す
る
た
め
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
承
認
し
た
。
二
〇
二
〇
年
六
月
二
二
日
に
採
択
さ
れ
た
同

国
の
人
権
に
関
す
る
国
家
戦
略
に
従
い
、
人
権
分
野
に
関
し
て
次
の
分
野
が
優
先
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・�

国
連
、
欧
州
連
合
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
、
イ
ス
ラ
ム
協
力
機
構
、
独
立
国
家
共
同
体
及
び
そ
の
他
の
団
体
と
の
二
国

間
及
び
多
数
国
間
協
力
の
更
な
る
発
展

・
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
の
実
施

・
人
権
分
野
、
特
に
子
ど
も
、
女
性
、
障
害
者
、
高
齢
者
、
移
民
の
権
利
の
尊
重
及
び
保
護
に
関
す
る
国
際
文
書
へ
の
加
盟

・
青
年
の
権
利
に
関
す
る
国
連
条
約
の
採
択
に
向
け
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
継
続

・�

二
〇
二
一
―
二
〇
二
三
年
の
国
連
人
権
理
事
会
へ
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
立
候
補
及
び
国
連
に
関
連
す
る
人
権
団
体

へ
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
立
候
補
の
推
進

・
人
権
分
野
に
お
け
る
諸
外
国
と
の
協
力
関
係
の
強
化

　

二
〇
一
七
年
以
降
、
大
統
領
直
属
の
子
ど
も
の
権
利
を
保
護
す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
及
び
企
業
の
権
利
並
び
に
正
当
な
利
益
を
保
護

す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
両
性
平
等
の
保
証
を
定
め
る
い
く
つ
か
の
法
律
も
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
例
と
し
て
、

二
〇
一
九
年
に
「
女
性
と
男
性
の
平
等
の
権
利
及
び
可
能
性
の
保
障
」
に
関
す
る
法
律
の
制
定
を
取
り
上
げ
る
。
海
外
に
い
る
自
国
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民
の
権
利
の
保
護
は
、
国
際
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
国
家
の
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
国
際
関
係
に
お
け
る
人
権
保
護

の
最
も
古
い
形
態
で
あ
る
。
多
く
の
国
が
国
内
法
で
、
海
外
に
い
る
自
国
民
の
法
的
保
護
の
体
制
を
有
し
て
い
る
。
中
央
ア
ジ
ア
地

域
で
最
大
の
人
口
が
あ
り
、
二
〇
一
九
年
に
一
五
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
の
国
民
が
人
口
の
約
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
共
和
国
も
例
外
で
は
な
い
。
外
国
で
働
く
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
国
民
の
権
利
及
び
利
益
の
保
障
も
、
共
和
国
の
重
要
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

二
〇
一
九
年
八
月
二
〇
日
に
、「
海
外
で
一
時
的
な
労
働
活
動
を
行
う
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
民
と
そ
の
家
族
の
保
護
を

さ
ら
に
強
化
す
る
措
置
に
関
す
る
」
大
統
領
令
が
発
出
さ
れ
た
。
同
令
に
よ
っ
て
、
対
外
就
労
移
住
問
題
の
共
和
国
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
。
そ
の
任
務
に
は
、
対
外
労
働
者
の
権
利
及
び
正
当
な
利
益
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
へ
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
参
加

（
批
准
）
の
提
案
検
討
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
令
に
よ
っ
て
、
共
和
国
首
相
の
顧
問
が
率
い
る
海
外
で
一
時
的
な
労
働
活
動

を
行
う
国
民
の
権
利
の
保
護
及
び
国
際
経
済
協
力
を
担
当
す
る
新
し
い
部
局
が
、
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
七
年
九
月
七
日
に
採
択
さ
れ
た
「
法
的
情
報
の
普
及
と
そ
れ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
従
い
、

国
民
の
権
利
及
び
利
益
に
関
す
る
文
書
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
新
し
い
制
度
も
設
け
て
い
る
。
同
法
に
よ
っ
て
、
市
民
は
政
府
機
関
、

そ
の
他
の
組
織
及
び
公
務
員
に
関
連
す
る
法
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四　

む
す
び
に
か
え
て

　

二
〇
二
一
年
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
と
っ
て
独
立
三
〇
周
年
を
迎
え
る
象
徴
的
な
年
で
あ
る
。
こ
の
間
、
共
和
国
は
一

貫
し
て
現
在
の
国
際
関
係
の
法
的
基
盤
の
強
化
及
び
拡
充
に
努
め
、
国
際
社
会
と
の
協
調
及
び
世
界
平
和
へ
の
共
同
取
組
み
の
過
程

に
積
極
的
に
参
加
し
続
け
て
い
る
。
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ソ
連
の
解
体
後
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
を
含
む
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
際
法
に
関
す
る
研
究
は
、
教
育
制
度
や
言
語
の
類
似
性
を
考

慮
し
て
、
あ
る
程
度
、
共
通
す
る
学
術
的
な
歴
史
的
由
来
に
お
け
る
側
面
も
反
映
し
て
き
た
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
諸
国
、
中
央
ア
ジ
ア
、
コ
ー

カ
サ
ス
、
バ
ル
ト
諸
国
の
学
問
及
び
実
務
社
会
で
活
躍
し
て
い
る
専
門
家
は
、
各
地
域
の
伝
統
的
な
特
徴
や
文
化
を
活
か
し
、
多
様

性
の
あ
る
国
際
関
係
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
際
法
の
役
割
を
更
に
強
化
す
る
過
程
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
も
偉
大
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
交
差
点
、
西
欧
と
東
洋
を
結
ぶ
中
央
ア
ジ
ア
の
主
要
な
国
と
し
て
非
常
に
注
目
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

人
類
の
科
学
進
歩
及
び
国
際
開
発
に
お
け
る
日
本
の
世
界
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
及
び
特
有
の
ブ
ラ
ン
ド
力
の
魅
力
、
日
系
ビ
ジ
ネ

ス
・
産
業
界
を
含
む
民
間
組
織
、
地
方
公
共
団
体
及
び
こ
れ
ら
地
域
と
の
国
際
協
力
の
活
性
化
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
日
本
の
間

で
国
際
協
力
分
野
に
携
わ
っ
て
い
る
専
門
家
の
建
設
的
な
交
流
及
び
相
互
利
益
を
も
た
ら
す
定
期
的
な
情
報
交
換
の
重
要
性
を
高
め

て
い
る
。

　

世
界
平
和
及
び
法
の
支
配
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
国
際
法
の
専
門
家
の
こ
う
し
た
二
カ
国
間
及
び
多
数
国
間
の
形
式
に
よ
る
国

際
協
力
へ
の
積
極
的
な
参
画
、
研
究
及
び
分
析
は
、
後
々
国
家
の
外
交
政
策
や
国
際
機
関
に
お
け
る
相
互
作
用
は
も
ち
ろ
ん
、
ビ
ジ

ネ
ス
対
話
、
国
際
交
流
の
今
後
の
発
展
の
た
め
に
も
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
学
問
社
会
を
代
表
す
る
研
究
者
と
、
し
ば
し
ば
「
現
場
主
義
」
を
優
先
す
る
実
務
家
の
、
相
互
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
対
話
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
創
設
及
び
積
極
的
な
関
与
の
必
要
性
を
強
調
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
国

際
法
は
学
術
研
究
、
言
語
学
及
び
実
践
的
な
知
見
と
経
験
の
相
互
交
流
の
豊
か
な
歴
史
を
も
ち
、
現
在
も
こ
の
分
野
の
進
歩
に
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

�

以
上
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
本
稿
は
、
独
立
後
の
三
〇
年
間
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
お
け
る
国
際
法
の
受
容
の

形
成
及
び
発
達
過
程
の
主
要
な
局
面
を
考
察
し
た
。
こ
の
時
代
の
各
段
階
及
び
分
野
に
お
け
る
国
際
法
の
実
施
は
非
常
に
進
歩
的
で
、
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国
家
実
行
と
並
行
し
て
成
長
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
国
内
法
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
お
け
る
国
際
法

の
受
容
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
き
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
で
こ
れ
ま
で
の
研
究
及
び
自
ら
の
実
務
キ
ャ
リ
ア
を
活
用
し
、
必

ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
分
析
に
関
し
て
客
観
性
、
事
実
に
基
づ
い
て
執
筆
す
る
よ
う
努
力
し
た
。
本
稿
が
、
日
本
の
法
曹
界
及

び
幅
広
い
社
会
分
野
の
方
々
に
と
っ
て
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
国
際
法
の
発
展
と
法
制
度
を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
付
記
］　

本
稿
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
っ
て
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
関
連
す
る
所
轄
官
庁

な
ど
の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
す
る
。
な
お
、
一
般
財
団
法
人
日
本
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

財
団
、
在
京
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
大
使
館
及
び
東
京
海
洋
大
学
の
中
田
達
也
特
任
准
教
授
に
は
格
別
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
深
甚
な

謝
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,�116-1（（

（1995

）.�（T
uzm

ukham
edov�R.A

.

『
ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス

（Golden�H
orde

）
の
設
立
及
び
衰
退
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
国
際
法
的
局
面
』M

oscow
 Journal of International Law

�

第
六
一
巻

（
一
九
九
五
年
）
一
一
六
―
一
二
三
頁
。）

（
6
）　Ртвеладзе Э

.В., С
аидов А

.Х
. «

Д
ипломатия стран Ц

ентральной А
зии в древности （I ты

с. до н.э. – V
 в.н.э

）».1�M
oscow

 
Journal of International Law

,�118-1（7�

（1999

）.�（Rtveladze�E.V
.,�Saidov�A

.H
.

『
古
代
に
お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
外
交

（
紀
元
前
千
年
紀
～
紀
元
後
五
世
紀
）』M

oscow
 Journal of International Law

�

第
一
巻
（
一
九
九
九
年
）
一
一
八
―
一
三
七
頁
。）

（
7
）　CO

N
V

EN
T

IO
N

�O
N

�RIGH
T

S�A
N

D
�D

U
T

IES�O
F�ST

A
T

ES.�O
A

S

（
米
州
機
構
）.�A

vailable at�http://w
w

w
.oas.org/

juridico/english/treaties/a-（0.htm
l�（19th�A

ugust,�（0（0

）.

（
8
）　Закон Республики Узбекистан N

o.（（6 -X
II «

О
б основах государственной независимости»

 от （1  августа 1991 . Ведомости 
Верховного С

овета Республики Узбекистан.�–�T
.,�1991.�–N

o.11.-�C.（（6.�

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
法
律�N

o.（（6

―X
II

「
国
家
独

立
の
基
本
に
関
す
る
法
律
」、
一
九
九
一
年
八
月
三
一
日
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
「V

edom
osti�V

erhovnogo�Soveta

（
最
高
会

議
紀
要
）」
第
一
一
号
（
一
九
九
一
年
）
二
四
六
頁
。）

（
9
）　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
法
令
及
び
法
律
は
番
号
を
有
す
る
。
法
律
が
採
択
さ
れ
た
後
に
十
日
以
内
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国

の
司
法
省
で
登
録
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　Закон Республики Узбекистан N

o.ЗРУ
 – （（1  «

О
 К

онститу ционном суде Республики Узбекистан»
 от （1  мая （017 г. С

обрание  

законодательства Республики Узбекистан.-T
., （017.-N

o.（（.- С
т.（07.�

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
法
律N

o.（Py-（（1

『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
共
和
国
憲
法
裁
判
所
法
に
つ
い
て
』
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
発
効
、Collection�of�Legislation�of�the�Republic�of�

U
zbekistan�

二
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
〇
七
頁
。）

（
11
）　Ф

айзуллаева Н
.Р. «

О
бзор научной литературы касательно оговорок в меж

дународном праве»
.М

еж
дународные отнош

ения – 

Таш
кент.�（017.�N

o.1.�C.11（-1（（.�

（Faizullaeva�N
.R.�

「
国
際
法
に
お
け
る
留
保
に
関
す
る
学
術
文
献
の
考
察
」
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共



（1（
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和
国
外
務
省
所
属
の
世
界
経
済
外
交
大
学
の
研
究
雑
誌
（International�Relations

）
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
四
―
一
一
二

頁
。）

（
1（
）　Н

ациональная база данных законодательства,�07.0（.（019 г.,�N
o.0（/19/518/（589.

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
「
国
立
法
律

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、N

O
.0（/19/518/（589

、
二
〇
一
九
年
七
月
二
日
。）

（
1（
）　Ведомости О

лий М
ажлиса Республики Узбекистан, 1995 г. �N

o.1（.�

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
「V

edom
osti�O

liy�M
ajlisa

（
最
高
会
議
紀
要
）」
第
一
二
号
（
一
九
九
五
年
）。）

（
1（
）　П

остановление П
резидента Республики Узбекистан N

o.П
П

-（619  от （6  февраля （0（0 г. «
О

б утверж
дении меж

дународного 

договора»
. Н

ациональная база данных законодательства�N
O

.07/（0/（619/0（1（.

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
大
統
領
令PP-（619

『
国
際
条
約
の
承
認
に
つ
い
て
』
二
〇
二
〇
年
二
月
二
六
日
発
効
、�

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
「
国
立
法
律
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」�N

O
.�

07/（0/（619/0（1（

）

（
15
）　Узбекистон Республикаси Х

алкаро ш
артномалар туплами, （005 г.

（「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
条
約
集
」
二
〇
〇
五
年
。）

（
16
）　П

остановление О
лий М

аж
лиса Республики Узбекистан N

o.6（6 -II «
О

 ратификации К
онсульской конвенции меж

ду 

Республикой Узбекистан и Республикой Болгария от （0  апреля （00（ г. С
обрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., �

（00（.�N
o.19.�-� С

т. （17.

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
最
高
会
議
議
決�N

o.6（6-II�

『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
及
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

の
領
事
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
』
二
〇
〇
四
年
四
月
三
〇
日
発
効
、Collection�of�Legislation�of�the�Republic�of�U

zbekistan

一

九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
一
七
頁
。）

（
17
）　С

оглаш
ение меж

ду П
равительствами Республики Узбекистан и П

равительством К
ы

ргы
зской Республики «

О
 научно-

техническом сотрудничестве»
 от 5  апреля （017 г.

（『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
政
府
と
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
政
府
と
の
科
学
的
・
技
術
的

協
力
に
関
す
る
協
定
』
二
〇
一
七
年
四
月
五
日
発
効
。）

（
18
）　Ф
айзуллаева Н

.Р. «
М

еж
дународно-правовая практика Республики Узбекистан в области реализации оговорок к 

меж
дународным договорам»

. Х
укукий Тадкикотлар Ж

урнали,（018  N
o.（  ,C

.96 -97

（доступно на портале�w
w

w
.tadqiqot.uz

）.

（Faizullaeva�N
.R.

『
条
約
の
留
保
に
関
す
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
国
家
実
行
』、H

ukukuki�T
adkikotlar�Jurnali

（
国
立
法

学
研
究
雑
誌
）
第
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
六
―
九
七
頁
。）（A

vailable at�http://dx.doi.org/10.（67（9/（181-91（0-（018-（-1（�



（1（

ウズベキスタン共和国における国際法の受容に関する一考察

w
w

w
.tadqiqot.uz

）.
（
19
）　（000�U

nited�N
ations�Convention�against�T

ransnational�O
rganized�Crim

e,�（（（5�U
N

T
S�（09.

（
（0
）　С

оглаш
ение меж

ду П
равительством Республики Узбекистан и П

равительством Республики Тадж
икистан «

О
 воздуш

ном 

сообщ
ении»

 от 9  марта （018 г.�（『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
間
の
航
空
協
定
』
二
〇
一
八
年
三
月
九
日
。）

（
（1
）　Указ П

резидента Республики Узбекистан N
o.У

П
-（9（7  «

О
 стратегии действий по дальнейш

ему развитию
 Республики 

Узбекистан»
 от 7  февраля （017 г. С

обрание законодательства Республики Узбекистан. �–� Т., �（017.�N
o.6.�–� С

т.70. �（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
共
和
国
の
Ｓ
・
Ｍ
・
ミ
ル
ジ
ヨ
エ
フ
大
統
領
令�N

O
.U

P-（9（7

『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
更
な
る
発
展
の
た
め
の
行
動
戦
略
に
つ

い
て
』、
二
〇
一
七
年
二
月
七
日
、Collection�of�Legislation�of�the�Republic�of�U

zbekistan�

第
六
巻
、（
二
〇
一
七
年
）
七
〇

頁
。）

（
（（
）　Указ П

резидента Республики Узбекистан N
o.У

П
-5（（6  «

О
 дополнительны

х организационны
х м

ерах по созданию
 

благоприятны
х условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан»

 от （  февраля （018 г. Н
ациональная 

база данных законодательства,�06.0（.（018� г., �N
O

.06/18/5（（6/0657.

（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
大
統
領
令�N

o.U
P-5（（6

『
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
観
光
潜
在
力
の
発
展
に
対
す
る
有
利
な
条
件
の
創
設
に
関
す
る
追
加
的
な
組
織
措
置
に
つ
い
て
』
二
〇
一
八
年
二
月

三
日
発
効
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
「
国
立
法
律
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、N

O
.06/18/5（（6/0657

、
二
〇
一
八
年
二
月
六
日
。）

（
（（
）　

“Приветствие П
резидента Узбекистана Ш

авката М
ирзиёева участникам С

амаркандского форума по правам человека 

«
М

олодежь （0（0 : глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека»
 

”.（
人
権
に
関
す
る
サ
マ
ル
カ
ン
ド
・
国
際

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
へ
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
シ
ャ
フ
カ
ト
・
ミ
ル
ジ
ヨ
エ
フ
大
統
領
の
挨
拶
『
二
〇
二
〇
年
の
若
者
へ
、
世
界

的
連
帯
、
持
続
可
能
な
開
発
及
び
人
権
に
つ
い
て
』、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
外
務
省
の
国
営
通
信
社D

unyo

）（A
vailable at�

https://dunyo.info/ru/site/inner/uchastnikam
_sam

arkandskogo_forum
a_po_pravam

_cheloveka_m
olodezhy_（0（0_

globalynaya_solidarnosty_ustoychivoe_razvitie_i_prava_cheloveka--fx �（18th�A
ugust,�（0（0

）.）




